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私
た
ち
静
岡
県
の
首
長
を
決

め
る
大
事
な
選
挙
で
す
。
あ
な

た
の
大
切
な
一

票
を
県
政
に
生

か
す
よ
う
必
ず

投
票
し
ま
し
ょ

う
。

投票日に、仕事や旅行、
レジャー、冠婚葬祭等で
投票できない人は、期日
前投票ができます。

選挙公報は、新聞折り
込みで配布します。新聞
を購読していない人は、
市内の各施設に備え付け
ますので、お手数ですが
ご利用ください。
【折り込み予定日】

７月１３日（水）朝刊

開票は、投票日の２１：
００からあやめ会館（伊豆
の国市役所横）３階多目
的ホールで行います。

投票時間

投票区 投　票　所 住　所
第１ 長岡南小学校体育館 伊豆の国市 長岡１２１８番地
第２ やすらぎの家 伊豆の国市 古奈２６５番地の２
第３ 南江間公民館 伊豆の国市 南江間４３６番地の１
第４ 長塚公民館 伊豆の国市 北江間１３６２番地の２
第５ 伊豆の国市役所 伊豆の国市 長岡３４０番地の１
第６ 韮山農村環境改善センター 伊豆の国市 四日町２１０番地の３
第７ 多田公民館 伊豆の国市 韮山多田５７３番地
第８ 韮山生涯学習センター 伊豆の国市 奈古谷１２５１番地の１
第９ 原木公民館 伊豆の国市 原木８０４番地の１
第１０ 四日町公民館 伊豆の国市 四日町６５２番地の２
第１１ 韮山西幼稚園 伊豆の国市 中条１２５番地の１
第１２ 南条区民ホール 伊豆の国市 南条１６０５番地
第１３ 韮山南小学校体育館 伊豆の国市 中８１７番地の１
第１４ 高原公民館 伊豆の国市 中１６１３番地の８７
第１５ エメラルドタウン管理組合事務所 伊豆の国市 奈古谷２２１６番地
第１６ ひまわり保育園大仁分園 伊豆の国市 大仁２２９番地
第１７ のぞみ幼稚園 伊豆の国市 吉田４１６番地の１
第１８ 三福公民館 伊豆の国市 三福６７５番地
第１９ 大仁保健センター 伊豆の国市 田京１３１番地
第２０ 守木公民館 伊豆の国市 守木７６番地の２
第２１ 田中山公民館 伊豆の国市 田中山１１３６番地
第２２ 神島集会センター 伊豆の国市 神島１１１２番地の１
第２３ 下畑公民館 伊豆の国市 下畑４０５番地の２
第２４ 浮橋公民館 伊豆の国市 浮橋８９５番地の２
第２５ 田原野公民館 伊豆の国市 田原野９４番地の１
第２６ 長者原公民館 伊豆の国市 長者原１４４５番地の３６０
第２７ 御門防災センター 伊豆の国市 御門３２番地

期日前投票
期　間 ７月８日（金）～７月２３日（土）
時　間 ８：３０～２０：００
投票所 伊豆の国市役所１階災害対策室

韮山支所３階第２会議室
大仁支所１階相談室
※どの投票所でも投票できます。

持ち物 投票入場券（配達されていない場合は不要）

指
定
病
院
等
に
入
院
・

入
所
し
て
い
る
人

仕
事
・
学
業
等
で
他
の

市
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町
村
に
滞
在
し
て

い
る
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県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
す

る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
に
入
院
・

入
所
中
の
人
は
、
そ
の
施
設
で
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
施

設
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

仕
事
・
学
業
等
で
他
の
市
区
町

村
に
滞
在
し
て
い
る
人
は
、
滞
在

先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
で

き
ま
す
の
で
、
伊
豆
の
国
市
選
挙

管
理
委
員
会
ま
で
請
求
く
だ
さ

い
。開　票

選挙公報 重
度
の
身
体
障
害
者

投票者の資格

住所要件

（注）ア　転入届出前（転出前）の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合は投票できません。
イ　転出先市町村の選挙人名簿に未登録の場合は投票できませんが、伊豆の国市の選挙人名簿に登録が残って
いる間（転出後４カ月を経過すると登録が抹消されます）は、伊豆の国市で投票できます。

ウ　転入届出前（転出前）の市町村で投票する場合は、転入届出後（転出先）の市町村長が発行する引続居住証明
書（同じ県内に引き続き居住している旨の証明書）が必要ですので、市民サービス課へお尋ねください。

届出の別 転入届出日・転出日 投票の場所等 （注）

転入の場合

県内の他市町村から転入
平成１７年４月６日以前 伊豆の国市で投票できる

平成１７年４月７日以後 前住所地で投票できる ア、ウ

他県からの転入
平成１７年４月６日以前 伊豆の国市で投票できる

平成１７年４月７日以後 投票できない

転出の場合
県内の他市町村へ転出

平成１７年４月６日以前 新住所地で投票できる イ、ウ

年齢要件 昭和６０年７月２５日以前に生まれた人

平成１７年４月７日以後 伊豆の国市で投票できる ア、ウ

他県へ転出 転出時期にかかわらず、投票できない

市内転居をした場合 投票できるが、投票所が変わることがある

手帳など 障害名など 等級など

身体障害
者手帳

肢体不自由（両下
肢･体幹･移動機能） １級･２級

内部疾患（心臓･腎
臓･呼吸器･ぼうこ
う･直腸･小腸）

１級･３級

免疫機能障害 １級～３級

戦傷病者
手帳

肢体不自由（両下
肢･体幹）

特別項症～
第２項症

内部疾患（心臓･腎
臓･呼吸器･ぼうこ
う･直腸･小腸）

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証

要介護状態区分が要介護５

■
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票（
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に

登
録
が
必
要
で
す
）

■
点
字
投
票

目
の
不
自
由
な
人
は
、
投
票
所
で
点
字
で
投
票
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
代
理
投
票

身
体
の
障
害
に
よ
り
、
自
分
で
投
票
用
紙
に
候
補
者
名
を

書
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
投
票
所
で
係
員
が
秘
密
を

厳
守
し
、
投
票
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

※上肢または視覚障害が１級・特別項症か
ら第２項症の人は、申請により代理人記
載ができます。

日　時 ７月２４日（日）
７：００～２０：００

※高原区・エメラルド区・小松ヶ
原別荘地は、１８：００まで

投票場所

問合せ

伊豆の国市選挙管理
委員会（総務課）
電話０５５‐９４８‐１４１１


